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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技場に設置される複数の遊技台に関する遊技情報を処理する機能を備える遊技用装置
において、
　前記複数の遊技台のうち特定遊技台を遊技者が遊技することに基づいて、当該特定遊技
台を遊技した遊技者の人数に関する情報を特定する特定手段と、
　前記特定手段の特定結果に基づいて所定の遊技情報を算出する算出手段と、
　を備え、
　前記特定手段は、
　前記特定遊技台を来店後最初に遊技した遊技者の人数に対応する第１遊技者数を特定す
る第１特定手段と、
　前記特定遊技台を遊技した遊技者の人数から、来店後最初に遊技台を選択するときに前
記特定遊技台を遊技者が遊技可能な状況になく、前記特定遊技台とは種類が異なる遊技台
を最初に遊技した後に前記特定遊技台を遊技した遊技者の人数を差し引いた数に対応する
第２遊技者数を特定する第２特定手段と、
　を備え、
　前記算出手段は、
　前記第１遊技者数と前記第２遊技者数とに基づいて、前記特定遊技台を来店後最初に遊
技した遊技者の人数の割合を算出可能である
　ことを特徴とする遊技用装置。
【請求項２】
　前記特定手段は、
　前記特定遊技台を遊技した遊技者の人数に対応する第３遊技者数を特定する第３特定手
段を備え、
　前記算出手段は、
　前記第１遊技者数と前記第３遊技者数とに基づいて、前記特定遊技台を来店後最初に遊
技した遊技者の人数の割合を算出可能である
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技用装置。
【請求項３】
　前記特定手段は、
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　前記複数の遊技台のうちいずれかの遊技台を遊技した遊技者の人数から、来店後最初に
遊技台を選択するときに前記特定遊技台を遊技者が遊技可能な状況になく、前記特定遊技
台とは種類が異なる遊技台を最初に遊技した遊技者の人数を差し引いた数に対応する第４
遊技者数を特定する第４特定手段を備え、
　前記算出手段は、
　前記第１遊技者数と前記第４遊技者数とに基づいて、前記特定遊技台を来店後最初に遊
技した遊技者の人数の割合を算出可能である
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の遊技用装置。
【請求項４】
　前記特定遊技台を遊技者が遊技可能な状況には、前記特定遊技台が空き台と特定される
状況であることが含まれる
　ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の遊技用装置。
【請求項５】
　前記特定遊技台と同じ種類の遊技台を特定種類遊技台とし、
　前記特定遊技台を遊技者が遊技可能な状況には、前記特定種類遊技台のいずれかが空き
台と特定される状況であることが含まれる
　ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の遊技用装置。
【請求項６】
　前記特定遊技台を遊技者が遊技可能な状況には、当該特定遊技台に対して係員によって
空き台でないことが特定される情報が設定されていない状況が含まれる
　ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の遊技用装置。
【請求項７】
　前記算出手段は、
　前記特定遊技台として、第１の特定遊技台と、
　前記第１の特定遊技台とは種類の異なる第２の特定遊技台とが設置されている場合に、
前記第１の特定遊技台及び前記第２の特定遊技台それぞれを来店後最初に遊技した遊技者
の人数の割合を算出し、
　前記第１の特定遊技台の前記割合と、
　前記第２の特定遊技台の前記割合を比較可能に出力する
　ことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の遊技用装置。
【請求項８】
　遊技場に設置される複数の遊技台に関する遊技情報を処理する機能を備える遊技用装置
において、
　前記複数の遊技台のうち特定遊技台を遊技者が遊技することに基づいて、当該特定遊技
台を遊技した遊技者の人数に関する情報を特定する特定手段と、
　前記特定手段の特定結果に基づいて所定の遊技情報を算出する算出手段と、
　を備え、
　前記特定手段は、
　前記特定遊技台を特定タイミングにおいて遊技した遊技者の人数に対応する第１遊技者
数を特定する第１特定手段と、
　前記特定遊技台を遊技した遊技者の人数から、前記特定タイミングにおいて遊技台を選
択するときに前記特定遊技台を遊技者が遊技可能な状況になく、前記特定遊技台とは種類
が異なる遊技台を最初に遊技した後に前記特定遊技台を遊技した遊技者の人数を差し引い
た数に対応する第２遊技者数を特定する第２特定手段と、
　を備え、
　前記算出手段は、
　前記第１遊技者数と前記第２遊技者数とに基づいて、前記特定遊技台を特定タイミング
において遊技した遊技者の人数の割合を算出可能である
　ことを特徴とする遊技用装置。
【請求項９】
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　遊技場に設置される複数の遊技台に関する遊技情報を処理する機能を備える遊技用装置
のコンピュータを、
　前記複数の遊技台のうち特定遊技台を遊技者が遊技することに基づいて、当該特定遊技
台を遊技した遊技者の人数を特定する特定手段、及び
　前記特定手段の特定結果に基づいて所定の遊技情報を算出する算出手段、
　として機能させ、
　前記特定手段は、
　前記特定遊技台を来店後最初に遊技した遊技者の人数に対応する第１遊技者数と、
　前記特定遊技台を遊技した遊技者の人数から、来店後最初に遊技台を選択するときに前
記特定遊技台を遊技者が遊技可能な状況になく、前記特定遊技台とは種類が異なる遊技台
を最初に遊技した後に前記特定遊技台を遊技した遊技者の人数を差し引いた数に対応する
第２遊技者数とを特定し、
　前記算出手段は、
　前記第１遊技者数と前記第２遊技者数とに基づいて、前記特定遊技台を来店後最初に遊
技した遊技者の人数の割合を算出可能である
　ことを特徴とするプログラム。
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